
市
は
、

月
９
日
の
文
教
委

12

員
会
に
「
東
三
河
ご
み
焼
却
施

設
広
域
化
計
画
の
見
直
し
」
に

つ
い
て
報
告
し
ま
し
た
。
同
計

画
は
、
豊
川
市
、
蒲
郡
市
、
新

城
市
、
北
設
広
域
事
務
組
合
（
設

楽
町
、
東
栄
町
、
豊
根
村
、
長

野
県
根
羽
村
）
に
お
け
る
ご
み

焼
却
施
設
等
の
広
域
化
を
推
進

す
る
た
め
に
策
定
し
て
い
る
も

の
で
す
。
計
画
策
定
か
ら

年
10

が
経
過
し
た
た
め
、

日
か
ら

16

の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
経
て

３
月
の
改
訂
を
予
定
し
て
い
ま

す
。そ

も
そ
も
ご
み
焼
却
施
設
の

広
域
化
は
、
最
終
処
分
場
の
確

保
や
サ
イ
ク
ル
の
必
要
性
、
ダ

イ
オ
キ
シ
ン
対
策
等
の
課
題
に

対
応
す
る
た
め
に
必
要
だ
と
し

て
、
国
が
推
進
を
は
か
っ
て
い

る
も
の
で
す
。
こ
の
方
針
を
受

け
、
愛
知
県
は
県
内
を

ブ
ロ

13

ッ
ク
分
け
て
計
画
策
定
を
求
め

て
い
ま
す
。

蒲
郡
市
が
含
ま
れ
る
東
三
河

ブ
ロ
ッ
ク
に
は

４
つ
の
焼
却
施

設
（
下
図
）
が

あ
り
、
施
設
の

更
新
時
期
は
ま

ち
ま
ち
で
す
。

豊
川
と
蒲
郡
の

施
設
は
計
画
期

間
内
の
利
用
が

可
能
で
す
が
、

新
城
の
焼
却
施

設
は
計
画
期
間

の
終
期
に
更
新

す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
北
設

広
域
事
務
組
合

は
、
既
設
の
焼

却
施
設
を
中
継

施
設
と
し
て
お

り
、
本
計
画
に

必
要
な
体
制
が
構
築
済
み
と
な

っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
施
設

溶融炉 統合

ストーカ炉 新設

北設広域 統合

事務組合 新設

2021年度 中継施設化

2031年計画期間内 次期計画期間内

ごみ焼却施設広域化のステップ

　　　　　2011年

豊川市

蒲郡市

新城市

流動床炉

バッチ炉

ストーカ炉



更
新
の
手
順
を
次
の
よ
う
に
提

案
し
て
い
ま
す
。

①
（
計
画
期
間
内
）

豊
川
市
、
蒲
郡
市
、
新
城
市

及
び
北
設
広
域
事
務
組
合
は
、

現
状
の
体
制
と
す
る
。

②
（
次
期
計
画
期
間
内
）

計
画
期
間
の
終
期
に
、
新
城

市
及
び
北
設
地
区
を
集
約
化
し

た
新
施
設
の
整
備
を
目
標
と
し
、

次
期
計
画
期
間
の
２
０
３
２
年

度
に
は
、
豊
川
市
、
蒲
郡
市
、

新
城
市
・
北
設
地
区
の
３
体
制

構
築
を
目
指
す
。

③
（
次
期
計
画
期
間
内
）

施
設
の
耐
用
年
数
を
勘
案
し

て
次
期
計
画
期
間
内
の
早
期
に

は
、
豊
川
市
・
蒲
郡
市
、
新
城

市
・
北
設
地
区
の
２
体
制
構
築

を
目
指
す
。

粗
大
ご
み
処
理
施
設
、
資
源

化
施
設
、
最
終
処
分
場
も
広
域

処
理
の
対
象
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
各
自
治
体
ご
と
に
体
制
が

確
立
し
て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ

り
、
現
段
階
で
は
検
討
対
象
か

ら
外
し
て
い
ま
す
。

ス
テ
ッ
プ
③
に
お
い
て
、
蒲

郡
市
と
豊
川
市
が
一
つ
の
焼
却

施
設
で
処
理
す
る
時
に
は
、
市

民
が
直
接
搬
入
す
る
場
合
な
ど

不
便
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
対
策
と
し
て
中
継
施

設
が
有
効
で
す
が
、
変
更
案
で

は
「
焼
却
施
設
の
建
設
場
所
を

選
定
す
る
時
に
検
討
を
行
う
」

と
し
て
い
ま
す
。

複
数
の
自
治
体
で
ご
み
処
理

を
行
う
に
は
、
運
営
体
制
を
ど

う
す
る
か
、
施
設
建
設
地
や
炉

の
選
択
は
ど
う
行
う
か
、
経
費

負
担
を
ど
う
案
分
す
る
か
な
ど

も
課
題
と
な
り
ま
す
。
変
更
案

で
は
「
広
域
の
運
営
体
制
を
委

託
方
式
と
す
る
か
、
一
部
事
務

組
合
方
式
と
す
る
か
。
ま
た
、

過
渡
期
の
施
設
整
備
や
運
営
体

制
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の

中
で
調
整
し
決
定
す
る
必
要
が

あ
る
」
と
し
て
先
送
り
し
て
い

ま
す
。

ご
み
処
理
は
自
治
体
の
基
本

的
な
事
務
で
、
暮
ら
し
に
欠
か

せ
な
い
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
住
民

も
減
量
に
協
力
し
、
関
心
を
持

っ
て
ほ
し
い
と
考
え
ま
す
。
ぜ

ひ
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
意

見
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
、
納
得

で
き
る
計
画
に
し
ま
し
ょ
う
。

今
年
は
知
事
、
県

議
、
市
議
、
市
長
を

選
ぶ
選
挙
の
年
だ
。

ネ
ッ
ト
の
掲
示
板
に

は
、
す
で
に
現
職
や

予
定
候
補
者
に
対
す

る
意
見
や
論
評
が
花
盛
り
と
な

っ
て
い
る
。

そ
の
多
く
は
厳
し
い
も
の
で

「
厚
顔
無
恥
の
身
の
程
知
ら
ず

ば
か
り
」
「
ア
ホ
議
員
」
「
バ
ッ

チ
と
報
酬
が
欲
し
い
だ
け
」
「
う

る
さ
い
か
ら
無
投
票
で
い
い
」

な
ど
と
辛
ら
つ
だ
。

匿
名
性
が
あ
る
と
は
い
え
、

市
民
の
声
だ
と
思
え
ば
深
刻
に

受
け
止
め
ざ
る
を
得
な
い
。
市

議
選
無
用
論
ま
で
あ
り
、
三
権

分
立
が
機
能
し
て
い
な
い
反
映

か
も
し
れ
な
い
。

書
き
込
み
者
の
多
く
に
被
選

挙
権
が
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
ぜ

ひ
出
馬
と
議
会
の
変
革
を
。
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